
広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
及
び
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
、
県
が
発
注
す

る
測
量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
〔
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
八
十
四
号
〕
第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
業
務

の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。

）
及
び
そ
の
資
格
審
査
に
係
る
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

入
札
参
加
資
格 

 
 

別
表
第
一
上
欄
の
希
望
業
務
の
部
門
ご
と
に
、
同
表
下
欄
の
希
望
業
務
の
分
野
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
総
合
的
に
審
査
す
る
。 

 

１ 

経
営
に
関
す
る
審
査
事
項 

 
 

㈠ 

年
間
平
均
実
績
高 

 
 

㈡ 

自
己
資
本
額 

 
 

㈢ 

有
資
格
者
数 

 
 

㈣ 

営
業
年
数 

 

２ 

県
の
指
名
除
外
の
状
況 

 

３ 

品
質
管
理
及
び
品
質
保
証
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
標
準
化
機
構
の
認
証
取
得
の
有
無 

二 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
手
続 

 

１ 

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
。 

 
 

㈠ 

測
量
分
野
に
属
す
る
部
門
、
建
築
一
般
部
門
又
は
不
動
産
鑑
定
部
門
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
審

査
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
五
十

五
条
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
又
は
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て

い
な
い
者 

 
 

㈡ 

直
近
二
年
間
に
お
い
て
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
業
務
部
門
の
属
す
る
業
務
分
野
に

つ
い
て
、
業
務
を
行
っ
た
実
績
が
な
い
者 

 
 

㈢ 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
う
と
き
に
広
島
県
税
の
滞
納
が
あ
る
者 

 
 

㈣ 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
に
お
い
て
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
告
を
し
、
又 

は
重
要
な
事
実
の
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
者
。
た
だ
し
、
過
去
に
虚
偽
の
申
請
を
行
い
、
広
島
県
の 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
さ
れ
た
者
で
、
資
格
審
査
の
申
請
日
に
お
い
て
当
該
取
消
し
の
日
か
ら 

二
十
四
か
月
を
経
過
し
て
い
る
者
を
除
く
。 

 

２ 

申
請
手
続 



 
 
 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
窓
口
に
お
け
る
申
請
又
は
電
子
申
請
（
県
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
〔
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
〕
と
申
請
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
〔
以
下
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
。
〕
を
使
用
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈠ 

窓
口
に
お
け
る
申
請 

 
 
 

⑴ 

申
請
方
法 

 
 
 
 
 

別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
資
格
審
査
申
請
書
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
次
に
掲
げ

る
提
出
先
に
持
参
し
て
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

ア 

登
記
簿
上
の
本
店
を
県
内
に
有
す
る
者
（
以
下
「
県
内
業
者
」
と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 

登
記
簿
上
の
本
店
の
所
在
地
を
所
管
す
る
広
島
県
建
設
事
務
所
（
広
島
県
西
部
建
設
事
務

所
呉
支
所
又
は
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所
の
担
当
区
域
に
登
記
簿
上
の
本
店
を

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
当
該
支
所
） 

 
 
 
 

イ 

前
記
ア
以
外
の
者
（
以
下
「
県
外
業
者
」
と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 

広
島
県
土
木
局
総
務
管
理
部
建
設
産
業
課
（
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
。
以
下
「
建

設
産
業
課
」
と
い
う
。
） 

 
 
 

⑵ 

申
請
期
間 

 
 
 
 
 

次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
経
過
後
は
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
申
請
を
受
け

付
け
な
い
。 

 
 
 
 

ア 

県
内
業
者 

 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で 

 
 
 
 

イ 

県
外
業
者 

 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日
（
金
）
ま
で 

 
 
 
 

ウ 

追
加
受
付
期
間 

 
 
 
 
 
 

別
に
告
示
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
競
争
入
札
に
係
る
追
加
の
入
札
参
加
資
格
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
随
時
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈡ 

電
子
申
請 

 
 
 

⑴ 

申
請
方
法 

 
 
 
 
 

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
で
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

な
お
、
別
表
第
二
各
項
の
添
付
書
類
（
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
も
の
を
除

く
。
）
は
、
別
に
建
設
産
業
課
に
持
参
、
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

⑵ 

申
請
期
間 

 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
に
電
磁

的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
、
か
つ
、
平
成

二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で
に
別
に
提
出
す
べ
き
添
付
書
類
を
持
参
、
郵
送
等
に
よ

り
建
設
産
業
課
に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
期
日
ま
で
に
記
録
又
は
到
達
し
な
い
場
合
は
、



申
請
全
体
を
無
効
と
す
る
。
）
。 

三 
受
付
票
の
交
付 

 
 

前
記
二
２
㈠
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
を
し
た
県
内
業
者
に
対
し
て
は
、
受
付
票
を
交
付
す
る
。 

四 

入
札
参
加
資
格
認
定
の
通
知 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。 

五 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
認
定
後
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
に
お
い
て
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て

虚
偽
の
申
告
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
の
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
等
は
、
入
札
参

加
資
格
の
取
消
し
を
行
う
。 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
度
及
び
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
再
び

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
十
四
か
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
こ
と

及
び
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

六 

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間 

 
 

こ
の
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
認
定
す
る
入
札
参
加
資
格
は
、
そ
の
認
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い
て
も
平
成
二
十

五
年
度
の
入
札
参
加
資
格
の
認
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
入
札
参
加
資
格
が

認
定
さ
れ
る
日
ま
で
有
効
と
す
る
。 

七 

そ
の
他
の
事
項 

 
 

こ
の
告
示
で
定
め
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
知
事
が
定
め
る
。 





 
 






















